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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

実質公債比率の推移
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◎指標の推移は、次のとおりです

健全化判断比率(4つの指標)は、次のとおりです

愛南町 実質赤字比率（％） 連結実質赤字比率（％） 実質公債費比率（％） 将来負担比率（％）

平成27年度決算 － －   7.5 14.0

平成26年度決算 － －   9.5 15.3

平成25年度決算 － － 11.0 22.9

平成24年度決算 － － 12.1 34.1

早期健全化基準 13.26 18.26 25.0 350.0 

財政再生基準 20.00 30.00 35.0 

　愛南町の指標の数値が、早期健全化基準や財政再生基準を1つでも上回れば、財政健全化計画の策定が義務付けら
れたり、地方債の起債が制限されたりするようになります。

　町の財政状況は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、次の財政指標で判断されるこ

ととなっています。この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、早期

の段階で財政の規律強化を図ることを目的としており、今までの普通会計のみならず、特別会計や一

部事務組合、第三セクターなども対象としています。

◎４つの指標の内容は、次のとおりです

実 質 赤 字 比 率

　実質収支（赤字の場合）の標準財政規模に対する割合で、黒字であれば実質赤字比率はなしと
考えます。
　※実質収支とは、歳入と歳出の差引額から翌年度に繰り越すべき財源（繰越明許費等）を控除
したものです。

連結実質赤字比率 　全会計を対象とした実質赤字（又は資金不足額）の標準財政規模に対する比率をいいます。

実 質 公 債 費 比 率
　一般会計等が負担する地方債の元利償還金に加え、特別会計や一部事務組合などへの公債費
のための繰出金・補助金等（準元利償還金）も含めた実質的な公債費の標準財政規模（元利償還
金等に係る基準財政需要額算入額を除く。）に対する比率（3か年平均）をいいます。

将 来 負 担 比 率
　地方債現在高や退職手当の負担見込額、第三セクター等に対する債務負担見込額など、一般
会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模（元利償還金等に係る基準財政需要額算
入額を除く。）に対する比率をいいます。

※標準財政規模：地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう一般財源の総額(規模)です。
　なお、愛南町における平成27年度の標準財政規模（臨時財政対策債を含む。）は、104億3,005万8千円です。

愛南町の平成27年度決算に基づく健全化判断比率等を公表します
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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

愛
顔
つ
な
ぐ
え
ひ
め
国
体

　

リ
ハ
ー
サ
ル
大
会
を
開
催
し
ま
す

　

10
月
22
日
㈯
、
23
日
㈰
の
両
日
、

あ
け
ぼ
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
、

え
ひ
め
国
体
の
リ
ハ
ー
サ
ル
大
会
と

な
る
「
第
52
回
全
国
社
会
人
サ
ッ

カ
ー
選
手
権
大
会
」を
開
催
し
ま
す
。

　

こ
の
大
会
は
、
全
国
の
地
域
予
選

を
勝
ち
抜
い
た
32
チ
ー
ム
が
参
加
し

て
行
わ
れ
、
愛
媛
県
か
ら
は
Ｆ
Ｃ
今

治
が
出
場
し
ま
す
。
本
町
で
の
試
合

予
定
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

な
お
、当
日
は
会
場
に
お
い
て「
愛

南
町
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
協

議
会
」の
皆
さ
ん
の
協
力
に
よ
る
、焼

き
そ
ば
と
ば
ら
寿
司
の
販
売
も
予
定

し
て
い
ま
す
。将
来
の
Ｊ
リ
ー
グ
入

指
定
管
理
者
の
募
集
に
つ
い
て

り
を
狙
う
チ
ー
ム
の
熱
戦
を
ぜ
ひ
会
場
で
ご
観
戦
く
だ
さ
い
。（
入
場
無
料
）

22
日　

１
回
戦
２
試
合

【
第
１
試
合
】（
10
時
開
始
）

　

富
山
新
庄
ク
ラ
ブ（
富
山
県
）対
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
み
ら
い（
茨
城
県
）

【
第
２
試
合
】（
12
時
20
分
開
始
）

　

高
知
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
Ｓ
Ｃ（
高
知
県
）対
三
菱
水
島
Ｆ
Ｃ（
岡
山
県
）

23
日　

２
回
戦
１
試
合
（
11
時
開
始
）

　

新
日
鐵
住
金
室
蘭（
北
海
道
）対
新
日
鐵
住
金
大
分（
大
分
県
）の
勝
者
対
松
江

シ
テ
ィ
Ｆ
Ｃ（
島
根
県
）対
Ｆ
Ｃ
ガ
ン
ジ
ュ
岩
手（
岩
手
県
）の
勝
者

※
リ
ハ
ー
サ
ル
大
会
期
間
中（
21
日
〜
23
日
）は
、「
あ
け
ぼ
の
公
園（
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
を
含
む
）」
の
利
用
が
で
き
ま
せ
ん
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

生
涯
学
習
課
か
ら

総
務
課
か
ら

　

平
成
29
年
３
月
末
を
も
っ
て
指
定

管
理
期
間
が
満
了
と
な
る
次
の
施

設
の
指
定
管
理
者
を
募
集
し
て
い
ま

す
。

募
集
締
切

　

10
月
31
日
㈪

　

応
募
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
団

体
に
限
ら
れ
ま
す
。
申
請
様
式
等

は
、
総
務
課
又
は
商
工
観
光
課
で
配

布
し
ま
す
。
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
で
き
ま
す
。

■ゆらり内海（須ノ川286番地）

申
請
書
の
提
出
先

　

愛
南
町
役
場
総
務
課
又
は
商
工
観

光
課

指
定
管
理
者
の
決
定

　

指
定
管
理
者
の
選
定
は
、
愛
南
町

指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
で
選
定
基

準
に
基
づ
き
総
合
的
に
判
断
を
行
い

候
補
者
を
選
定
し
、
議
会
の
議
決
を

経
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ　

　

総
務
課 

℡
７
２
―

１
２
１
１

　

商
工
観
光
課 

℡
７
２
―

７
３
１
５■山出憩いの里温泉（緑乙4082番地1）
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福
祉
住
宅
の
入
居
者
募
集
に
つ
い
て

消
防
職
員
意
見
発
表
会
を
開
催
し
ま
し
た

意見を発表する成宮拓
たく

洋
ひろ

消防士

　

次
の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
し
て

い
る
こ
と
。

⑴
愛
南
町
内
に
引
き
続
き
２
年
以
上

住
所
を
有
す
る
こ
と
。

⑵
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

⑶
高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
70
歳
以
上

の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

⑷
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
20
歳
以
上

の
同
居
者
の
い
る
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

⑸
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
身
体
障
害

者
手
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
身
体
上

の
障
害
が
１
級
若
し
く
は
２
級
の
者

で
あ
る
こ
と
。

⑹
自
立
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

⑺
入
居
申
込
者
全
員
に
町
税
等
の
滞

納
が
な
い
こ
と
。

⑻
入
居
し
よ
う
と
す
る
方
全
員
が
暴

力
団
員（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行

為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条

第
６
号
の
規
定
に
よ
る
）で
な
い
こ
と
。

⑼
入
居
者
の
人
数
は
、
２
人
程
度
の

世
帯
で
あ
る
こ
と
。

申
込
み　

愛
南
町
役
場
保
健
福
祉
課

又
は
各
支
所
で
入
居
の
申
込
手
続
き

が
行
え
ま
す
。

問
合
せ　

　

保
健
福
祉
課 

℡
７
２
―

１
２
１
２

洋室

K3

K4

便所

玄関
ホール

押入 押入

1号室
ＬＤＫ

（バリアフリー住戸）
和室6帖

スロープテラス

浴室 洗面

癒
し
の
里 

四
国
の
道
を
歩
こ
う

「
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
・
ザ
・
空
海 

あ
い
な
ん
」の
参
加
者
を

募
集
し
ま
す

松
尾
坂
へ
ん
ろ
道
コ
ー
ス

（
宿
毛
市
野
球
場
〜

観
自
在
寺 

ほ
か
２
コ
ー
ス
） 

•
11
月
19
日
㈯　

８
時
30
分
〜

　
（
総
合
開
会
式 

御
荘
文
化
セ
ン

タ
ー
）

柏
坂
へ
ん
ろ
道
コ
ー
ス

（
愛
南
町
柏
〜

宇
和
島
市
津
島
町
畑
地「
風
園
」）

•
11
月
20
日
㈰　

８
時
20
分
〜

　
（
開
会
式　

DE
・
あ
・
い
・
21
）

※
両
日
と
も
雨
天
決
行（
荒
天
中
止
）

参
加
料　

５
０
０
円

（
高
校
生
以
下
は
無
料
）、弁
当
・
飲

み
物
・
雨
具
等
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

ト
レ
ッ
キ
ン
グ
・
ザ
・
空
海
あ
い
な
ん

実
行
委
員
会
事
務
局 

内
海
公
民
館 

℡
８
５
―

１
０
２
１

保
健
福
祉
課
か
ら

消
防
本
部
か
ら

　

消
防
職
員
が
業
務
に
対
す
る
提
言

や
取
り
組
ん
だ
課
題
等
に
つ
い
て
発

表
し
、
消
防
業
務
の
諸
問
題
に
関
す

る
よ
り
一
層
の
知
識
の
研
さ
ん
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
消
防
職
員

意
見
発
表
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

８
月
26
日
に
愛
南
町
消
防
署
で
行

わ
れ
た
意
見
発
表
会
で
は
、
土
居
秀ひ
で

人と

消
防
士
ほ
か
４
名
が
、
住
宅
用
火

災
警
報
器
の
設
置
率
向
上
を
推
進
す

る
た
め
の
取
組
や
、
地
域
の
消
防
団

と
の
連
携
に
よ
る
災
害
対
応
力
向
上

の
重
要
性
等
に
つ
い
て
意
見
発
表
を

行
い
ま
し
た
。

　

現
在
、
空
室
と
な
っ
て
い
る
福
祉

住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

福
祉
住
宅
の
概
要

⑴
住
宅
名
称

　

愛
南
町
城
辺
ふ
れ
あ
い
住
宅

⑵
部
屋
番
号　

１
号
室

⑶
所
在
地

　

愛
南
町
城
辺
甲
２
３
６
６
番
地

⑷
構
造　

木
造
２
階
建
59
・
16
㎡

⑸
間
取
り　

２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

⑹
月
額
家
賃　

２
９
，０
０
０
円 

⑺
入
居
に
は
、連
帯
保
証
人
が
２
名

必
要
に
な
り
、敷
金
は
、月
額
家
賃
の

３
か
月
分
、共
益
費
は
別
途
必
要
で

す
。な
お
、入
居
ま
で
多
少
時
間
の
か

か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

申
込
受
付
期
間

　

10
月
７
日
㈮
〜
18
日
㈫

入
居
者
資
格

　

最
優
秀
賞
を
受
賞
し
た
成
宮
拓た

く

洋ひ
ろ

消
防
士
は
、
11
月
に
八
幡
浜
市
で
開

催
さ
れ
る
愛
媛
県
消
防
長
会
消
防
職

員
意
見
発
表
会
に
出
場
し
ま
す
。

内
海
公
民
館
か
ら
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町からのお知らせ

行
政
相
談
週
間
と
特
設
行
政
相
談
所
の
開
設
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す

　

総
務
省
で
は
、
行
政
相
談
制
度
を

広
く
知
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
利
用

を
促
進
す
る
た
め
、10
月
17
日
㈪
か
ら

23
日
㈰
ま
で
の
一
週
間
を
「
行
政
相

談
週
間
」
と
定
め
、
全
国
的
に
各
種

行
事
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

本
町
で
も
、
総
務
省
か
ら
委
嘱
さ

れ
た
行
政
相
談
委
員
と
愛
媛
行
政
評

価
事
務
所
の
担
当
者
が
次
の
と
お
り

特
設
行
政
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時　

10
月
12
日
㈬
13
時
〜
15
時

場
所　

城
の
辺
学
習
館

　

８
月
21
日
㈰
、
御
荘
夢
創
造
館

で
、
え
ひ
め
こ
ど
も
の
城
ス
タ
ッ
フ

と
シ
ー
ボ
ー
ン
ア
ー
ト
愛
南
教
室
大

石
博ひ
ろ

美み

さ
ん
を
講
師
に
迎
え
、シ
ー

ボ
ー
ン
ア
ー
ト
体
験
を
行
い
ま
し
た
。

　

町
内
の
小
学
生
か
ら
高
校
生
ま
で

19
名
が
参
加
し
、貝
が
ら
や
流
木
、

シ
ー
グ
ラ
ス
な
ど
を
自
由
な
発
想
で

ボ
ー
ド
に
貼
り
付
け
て
い
き
ま
し

た
。花
火
や
魚
、人
の
顔
を
表
現
し
た

作
品
な
ど
、ど
れ
も
表
現
豊
か
で
素

敵
な
作
品
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。

自
由
な
発
想
で
シ
ー
ボ
ー
ン
ア
ー
ト
体
験

相
談
例　

年
金
、
医
療
保
険
、
社
会

福
祉
、
生
活
衛
生
、
雇
用
・
労
災
保

険
、
登
記
、
交
通
安
全
な
ど

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
。

【
愛
南
町
の
行
政
相
談
委
員
】

　

木
谷　

貞さ
だ

捷か
つ（
柏
）

　

坂
尾　

英え
い

治じ
（
御
荘
和
口
）

　

黒
澤　

民た
み

彦ひ
こ（
城
辺
甲
）

　

宮
下　

建た
て

夫お
（
小
山
）

　

山
岡　

島し
ま

子こ
（
船
越
）

問
合
せ

　

総
務
課 

℡
７
２
―

１
２
１
１

予
防
接
種
で
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
を
行
い
ま
し
ょ
う

　

今
回
制
作
さ
れ
た
作
品
は
、
10
月

９
日
㈰
か
ら
11
月
６
日
㈰
ま
で
、
松

山
市
の
え
ひ
め
こ
ど
も
の
城
で
開
催

さ
れ
る
「
え
ひ
め
愛
顔
の
子
ど
も
芸

術
祭
」
に

出
品
し
ま

す
。

総
務
課
か
ら

御
荘
夢
創
造
館
か
ら

　

こ
れ
か
ら
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
の
流
行
時
期
と
な
り
ま
す
。
感
染

予
防
に
は
、

①
人
ご
み
に
近
づ
か
な
い

②
手
洗
い

③
う
が
い

④
マ
ス
ク
の
着
用

が
基
本
で
す
。
ま
た
、
予
防
接
種
が

有
効
で
す
。
接
種
後
、
ワ
ク
チ
ン
の

免
疫
が
で
き
る
ま
で
に
は
２
週
間
ほ

ど
か
か
り
ま
す
の
で
、
早
め
の
接
種

を
し
ま
し
ょ
う
。

  

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

　
　
　
　
　
　
　

 

予
防
接
種
事
業

対
象
者

・
65
歳
以
上
の
方

・
60
〜
64
歳
ま
で
で
病
気
に
よ
り
身

の
周
り
の
生
活
が
極
度
に
制
限
の
あ

る
方（
病
気
等
を
証
明
す
る
障
害
者

手
帳
や
主
治
医
の
指
示
書
が
必
要
で

す
）

接
種
期
間

　

10
月
15
日
㈯
〜
12
月
31
日
㈯

接
種
料
金

　

無
料(
た
だ
し
、
事
前
に
申
込
み

が
必
要
で
す
。
下
記
問
合
せ
先
ま
で

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。）

保
健
福
祉
課
か
ら

  

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

　
　
　

 

予
防
接
種
費
用
補
助
事
業

対
象
者

　

愛
南
町
に
住
所
の
あ
る
６
か
月
以

上
64
歳
以
下
の
方

補
助
額

　

接
種
料
金
実
費
負
担
額
の
う
ち
上

限
１
，０
０
０
円
を
補
助

申
請
方
法

　

必
要
書
類
を
そ
ろ
え
て
城
辺
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
又
は
役
場
保
健
福
祉

課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

①
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
補
助

金
交
付
申
請
書
兼
請
求
書

（
申
請
窓
口
に
あ
り
ま
す
）

②
医
療
機
関
が
発
行
し
た
領
収
書

（
接
種
者
氏
名
・
接
種
日
・
予
防
接

種
名
の
記
載
が
あ
る
も
の
）

③
印
鑑

④
振
込
口
座
の
わ
か
る
通
帳
な
ど

申
請
期
限　

予
防
接
種
を
受
け
た
日

か
ら
１
年
以
内

問
合
せ　

　

城
辺
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　

 

℡
７
３
―

７
４
０
０

　

保
健
福
祉
課 

℡
７
２
―

１
２
１
２
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納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
が

　
　
　
　
　

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法
及

び
地
方
税
法
上
、
健
康
保
険
や
厚
生

年
金
な
ど
の
社
会
保
険
料
控
除
と
し

て
そ
の
年
の
課
税
所
得
か
ら
控
除
さ

れ
、
税
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
平
成

28
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
に
納
め
ら

れ
た
保
険
料
の
全
額
で
す
。
過
去
の

年
度
分
や
追
納
さ
れ
た
保
険
料
も
含

ま
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
ご
自
身
の
保
険
料
だ
け
で

は
な
く
、
配
偶
者
や
ご
家
族（
お
子

様
等
）の
負
担
す
べ
き
国
民
年
金
保

険
料
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の

保
険
料
も
合
わ
せ
て
控
除
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
28
年
中
に
納
付
し
た

国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
、
社
会

保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う
と
き

に
、
領
収
証
書
な
ど
保
険
料
を
支

払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添

付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
28
年
１
月
１
日

か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、 

11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
送
ら
れ
ま
す
の

で
、
申
告
書
の
提
出
の
際
に
は
必
ず

こ
の
証
明
書
ま
た
は
領
収
証
書
を
添

付
し
て
く
だ
さ
い
。（
平
成
28
年
10

月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間

に
、
今
年
は
じ
め
て
国
民
年
金
保
険

料
を
納
め
ら
れ
た
方
へ
は
、
翌
年
の

２
月
上
旬
に
送
ら
れ
ま
す
。）

　

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年
金

は
、
老
後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の
事
故

な
ど
万
一
の
と
き
に
も
心
強
い
味
方

と
な
る
制
度
で
す
。
保
険
料
は
納
め

忘
れ
の
な
い
よ
う
キ
チ
ン
と
納
め
ま

し
ょ
う
。

問
合
せ　

　
宇
和
島
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

　
　

℡
０
８
９
５
―

２
２
―

５
３
４
４

　

町
民
課 

℡
７
２
―

７
３
０
０

愛
南
は
つ
ら
つ
口
腔
体
操
が
完
成
し
ま
し
た

　

愛
南
は
つ
ら
つ
口
腔
体
操
製
作
委

員
会
で
は
、
口
腔
体
操
を
通
じ
て
高

齢
者
に
健
康
で
元
気
に
過
ご
し
て
も

ら
お
う
と
、
「
愛
南
は
つ
ら
つ
口
腔

体
操
」
を
製
作
し
ま
し
た
。

　

８
月
26
日
、
愛
南
町
社
会
福
祉

協
議
会
通
所
介
護
事
業
所（
船
越
）に

て
、
日
頃
か
ら
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
て
い
る
14
名
の
高
齢
者
を
対
象

に
、
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
早
口
言

葉
な
ど
の
口
腔
体
操
を
指
導
し
、
そ

の
後
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

　

委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
歯
科
医
の

浅
海
裕ひ
ろ

紀き

さ
ん
は
「
色
ん
な
種
類
の

口
腔
体
操
が
あ
る
が
、
愛
南
町
ら
し

さ
を
出
し
た
口
腔
体
操
を
作
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
製
作
し
た
。
世
代
を
超

え
て
楽
し
み
な
が
ら
実
践
し
て
い
た

だ
き
、
口
の
健
康
を
保
つ
こ
と
で
体

も
健
康
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と

製
作
意
図
を
話
し
ま
し
た
。

　

こ
の
口
腔
体
操
は
町
内
の
ケ
ー
ブ

説明しながら実践する実行委員会の吉田
ひとし

人さん

ル
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　

 

℡
７
２
―

７
３
２
５

　

城
辺
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

℡
７
３
―

７
４
０
０

日
時　

10
月
26
日
㈬　

18
時
30
分
〜

場
所　

御
荘
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

体
育
館

対
象
者　

20
〜
64
歳
ま
で
の
男
女

種
目　

握
力
、
反
復
横
跳
び
、
20
ｍ

シ
ャ
ト
ル
ラ
ン（
往
復
持
久
走
）な
ど

問
合
せ　

　

生
涯
学
習
課 

℡
７
３
―

１
１
１
２

体
力
・
運
動
能
力
調
査
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

町
民
課
か
ら

今
月
の
社
会
保
険
・

 

年
金
一
日
相
談（
予
約
制
）

 

○
10
月
18
日
㈫

　

 

10
時
〜
15
時
30
分

　

 

（
城
辺
商
工
会
館
２
階
）

問
合
せ　

宇
和
島
年
金
事
務
所

　

お
客
様
相
談
室

　

℡
０
８
９
５
―

２
２
―

５
５
６
９

　

電
話
受
付
対
応
時
間

　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

生
涯
学
習
課
か
ら
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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

　

平
成
28
年
10
月
１
日
か
ら
宇
和
島
自
動
車
㈱
に
よ
る
『
循
環
バ
ス
』
を
運
行

し
ま
す
。

公
共
交
通
の
社
会
実
験
を
行
い
ま
す

問
合
せ　

　

宇
和
島
自
動
車
㈱
城
辺
営
業
所 

℡
７
２
―

０
７
７
２

　

愛
南
町
役
場 
総
務
課 

交
通
係  

℡
７
２
―

１
２
１
１

■時刻表
循環バス 内回り 外回り 内回り 外回り 内回り 外回り

城辺営業所 発 7：40 10：55 14：55
南宇和病院 発 7：42 10：57 14：57
緑新鮮市前 発 7：46 11：01 15：01
長月公民館前 発 7：51 11：06 15：06
御荘B&G前 発 7：57 11：12 15：12
御荘MIC前 発 8：00 11：15 15：15
しんばし前 発 8：07 11：22 15：22
城辺営業所 着 8：15 11：30 15：30

城辺営業所 発   9：50 13：00 17：00
南宇和病院 発   9：52 13：02 17：02
しんばし前 発   9：58 13：08 17：08
御荘MIC前 発 10：05 13：15 17：15
御荘B&G前 発 10：08 13：18 17：18
長月公民館前 発 10：14 13：24 17：24
緑新鮮市前 発 10：19 13：29 17：29
城辺営業所 着 10：25 13：35 17：35
1日6便（内回り3便、外回り3便）、料金1回上限200円、1周約35分
※運賃の支払いは、現金のみとなります。（回数券、定期券等は、御利用できません。）

■運行ルート

※緑新鮮市～御荘長月～御荘B&Gの区間は、フリー乗降となります。
※御荘MIC前バス停は、バス停整備に時間を要し、10月1日からの利用はできません。
　利用可能となりましたら、改めてご案内します。

総
務
課
か
ら
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今
年
度
は
、「
食
」が
育
て
る「
心
」

〜
命
は
つ
な
が
り
、
そ
し
て
輝
く
〜

を
テ
ー
マ
に
、
全
国
で
活
躍
す
る
内

田
産
婦
人
科
医
院 

助
産
師
の
内
田

美
智
子
氏
を
迎
え
講
演
会
を
開
催
し

ま
す
。
ま
た
、
僧
都
小
学
校
、
家
串

小
学
校
児
童
に
よ
る
「
愛
南
食
育
ソ

ン
グ
」
の
発
表
も
行
い
ま
す
の
で
、

多
数
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

食
育
講
演

演
題
「
奇
跡
の
い
の
ち
を
つ
な
ぐ
子

ど
も
た
ち
と
、
そ
れ
を
育
む
大
人
」

講
師　

内
田　

美み

ち

こ
智
子 

氏

　
　

  

（
内
田
産
婦
人
科
医
院 

助
産
師
）

日
時　

10
月
29
日
㈯

　
　
　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

場
所　

御
荘
文
化
セ
ン
タ
ー 

２
階 

　
　
　

大
研
修
室

入
場
料　

無
料

問
合
せ　

愛
南
町
食
育
推
進
協
議
会

事
務
局（
う
み
ら
い
く
愛
南
）

 

℡
７
３
―

７
１
２
０

第
７
回
愛
南
町
食
育
推
進
大
会
を

開
催
し
ま
す

水
産
課
か
ら

医
療
費
助
成
制
度
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

町
民
課
か
ら

重度心身障害者医療費助成制度 ひとり親家庭医療費助成制度

内容 重度心身障害の方が医療機関で受診した場

合に医療費の一部を助成する制度です。

ひとり親家庭の方が医療機関で受診した場

合に医療費の一部を助成する制度です。

対象 ①身体障害者手帳1級・2級の交付を受けて

いる方

②療育手帳A判定の交付を受けている方

③身体障害者手帳3級～6級に該当し、療育

手帳B(医)判定の交付を受けている方

①ひとり親家庭の親及び20歳未満の子

②ひとり親家庭の20歳以上の子で大学等に

在学中の方

③準ひとり親家庭（祖母と孫、祖父と孫、姉

と弟妹、兄と弟妹）

①～③の対象のうち子どもの生計を維持し

ていること、親等に所得税が課税されてい

ないことが条件です。

申請に必要

なもの

健康保険証、印鑑、身体障害者手帳又は療

育手帳、マイナンバー確認書類

健康保険証、印鑑、転入の場合は前住所地の

所得課税証明書、子が20歳以上の場合は在

学証明書、戸籍謄本等（ひとり親であること

が確認できるもの）、マイナンバー確認書類

（前年度非該当の方で、年度が変わり扶養や

収入等の増減により所得税が非課税になっ

た場合は、新たに申請が必要です。）

病院にかか

るとき

医療機関窓口に健康保険証と重度心身障害

者医療費受給者証を提示してください。

医療機関窓口に健康保険証とひとり親家庭

医療費受給者証を提示してください。

愛媛県外の病院にかかるときは、一旦窓口で医療費を支払い、後日役場の担当窓口で償

還払いの申請をしてください。申請期限は診療の翌月から起算して6か月以内です。

届出が必要

なとき

・住所や氏名が変わったとき

・障害認定等級の変更があったとき

・更新手続きのとき など

・住所や氏名が変わったとき

・子どもが20歳に達したとき

・更新手続きのとき など

注意事項 他の公的医療制度（特定疾患、自立支援医療

など、国や県の制度）の資格をお持ちの場合

は、そちらが優先されますので、医療機関

窓口では、「健康保険証、重度心身障害者

医療費受給者証」のほか、ご自身がお持ち

の受給者証も必ず提示してください。

所得税は当分の間、年少扶養控除等廃止

前の規定を適用する経過措置を設けてい

ます。所得税の判定は控除廃止前の規定に

よって再計算するため、源泉徴収票等で課

税状態である方も該当する場合があります

ので、お気軽にご相談ください。

問合せ 　町民課 ℡７２ ―７３００
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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

平
成
28
年
度
後
期
高
齢
者
歯
科
口
腔
健
康
診
査
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の

方
を
対
象
に
、
無
料
の
歯
科
口
腔
健

診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

お
口
の
健
康
は
、
お
い
し
い
食
事
、

楽
し
い
会
話
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、全

身
の
健
康
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。こ
の

機
会
に
ぜ
ひ
歯
科
口
腔
健
診
を
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者　

愛
媛
県
後
期
高
齢
者
医
療

の
被
保
険
者
の
方

※
た
だ
し
、
次
の
方
は
対
象
外
と
な

り
ま
す
。

１　

病
院
又
は
診
療
所
に
６
か
月
以

上
継
続
し
て
入
院
し
て
い
る
方

２　

施
設
等
へ
入
所
・
入
居
し
て
い
る
方

健
診
項
目　

①
問
診
②
歯
の
状
態
③

口
腔
機
能
評
価
④
保
健
指
導     

申
込
方
法　

愛
媛
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
に
電
話
等
で
直
接
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

ク
ー
ポ
ン
券
、
受
診
票
、
質
問

紙
、
実
施
歯
科
医
院
一
覧
表
を
セ
ッ

ト
に
し
て
郵
送
し
ま
す
。

※
受
診
を
お
勧
め
す
る
方
に
は
、ク
ー

ポ
ン
券
等
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

受
診
期
限　

平
成
29
年
２
月
28
日
㈫

ま
で（
１
回
の
み
）※
今
年
度
、
歯
科

健
診
を
受
診
さ
れ
た
方
は
対
象
外
で

す
。

受
診
方
法　

ク
ー
ポ
ン
券
等
が
届
い

た
ら
、
事
前
に
電
話
等
に
て
健
診
実

施
歯
科
医
院
に
ご
予
約
の
う
え
、
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

受
診
場
所　

後
期
高
齢
者
の
歯
科
健

診
を
実
施
す
る
歯
科
医
院

問
合
せ　

愛
媛
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合 

事
業
課
医
療
給
付
係 

℡
０
８
９
―

９
１
１
―

７
７
３
３

　無料で司法書士が相談
をお受けします。
　相談人数は５人までで
事前に予約が必要です。定
員に達した場合は受付を
終了します。
 １０月２０日㈭14時～16時
　御荘老人福祉センター

無料法律相談

　無料で民生児童委員２
名が日常生活でかかえる
心配ごとの相談をお受け
します。
 １０月１２日㈬14時～16時
　御荘老人福祉センター

心配ごと相談所

詳しくは、社会福祉協議会
本所（℡70－1251）まで
お問い合わせください。

  

税
務
課
等
か
ら

10
月
納
税
等
の
お
知
ら
せ

町

県

民

税

3期分/
4期分

国

民

健

康

保

険

税

5期分/
10期分

介

護

保

険

料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

4期分/
9期分

保

育

所

保

育

料

月末

下

水

道

使

用

料

　

町
税
を
滞
納
し
て
い
る
方
に
は
、

ま
ず
督
促
状
に
よ
っ
て
納
税
を
促
し

て
い
ま
す
。
町
税
を
滞
納
さ
れ
ま
す

と
、
本
来
、
納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か

に
延
滞
金
が
か
か
り
ま
す
。

❶
町
税
等
、
住
宅
使
用
料
、
住
宅
共
益

費
、
駐
車
場
使
用
料
は
、
毎
月
、
当

月
分
が
月
末
に
振
替
と
な
り
ま
す
。

❷
上
水
道
使
用
料
・
簡
易
水
道
使
用

料
の
振
替
日
は
毎
月
21
日
、
再
振

替
日
は
翌
月
の
10
日
で
す
。

※
該
当
日
が
休
日
の
場
合
は
翌
日
と

な
り
ま
す
。

５
歳
児
健
診
歯
科
表
彰

　

町
で
は
、
５
歳
児
健
康
診
査
で
、

む
し
歯
が
０
本
だ
っ
た
お
子
さ
ん

を
表
彰
し
て
い
ま
す
。

　

９
月
に
実
施
し
ま
し
た
５
歳
児

健
診
で
は
26
名
の
受
診
者
の
中
で

16
名
の
方
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
し
っ
か
り
歯
磨
き
を

し
て
、き
れ
い
な
歯
を
守
り
ま
し
ょ

う
。

  

玉
川　

和な
ご

実み 

ち
ゃ
ん　

御
荘
平
城

  

柳
野
陽ひ

茉ま

里り 

ち
ゃ
ん　

御
荘
長
洲

  

眞
榮
田
陽ひ

菜な 

ち
ゃ
ん　

御
荘
平
城

  

尾
崎　

蓮れ
ん

斗と 

く
ん　

御
荘
平
山

中
尾　

萌ほ
の

華か 

ち
ゃ
ん　

御
荘
平
城

濵
田　

希き

子こ 

ち
ゃ
ん　

御
荘
平
城

船
田　

樹じ
ゅ

音ね 

ち
ゃ
ん　

御
荘
平
城  

藤
森　

一い
ち

樺か 

ち
ゃ
ん　

蓮
乗
寺

小
川　

蒼そ
う

天あ 

く
ん　

城
辺
甲

石
川　

里り

花か 

ち
ゃ
ん　

緑
丙

黒
田　

夏な
つ

羽は 

ち
ゃ
ん　

蓮
乗
寺

岡
野　

瑚こ

夏な
つ 

ち
ゃ
ん　

緑
乙

田
中　

孝こ
う

亮す
け 

く
ん　

広
見

太
田
心み

咲さ

姫き 

ち
ゃ
ん　

満
倉

松
平　

愛あ

生い 

ち
ゃ
ん　

広
見

太
田　

彩あ

希き 

ち
ゃ
ん　

久
家

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら

保
健
福
祉
課
か
ら
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児
童
手
当
の
支
払
通
知
書
の
内
容
を
変
更
し
ま
す

　

児
童
手
当
の
支
払
通
知
書
を
、
こ

れ
ま
で
の
各
期
ご
と
の
支
払
通
知
か

ら
一
年
間（
10
月
定
期
支
払
の
際
に

来
年
の
２
月
、６
月
の
定
期
支
払
日
、

支
払
予
定
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。）

の
支
払
予
定
通
知
に
10
月
か
ら
変
更

し
ま
す
。
な
お
、
支
払
額
等
に
変
更

が
あ
っ
た
場
合
は
、
改
め
て
通
知
し

ま
す
。
通
知
書
は
来
年
６
月
の
支
払

い
が
終
わ
る
ま
で
大
事
に
保
管
し
て

お
い
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

　

保
健
福
祉
課 

℡
７
２
―

１
２
１
２

農
山
村
の
未
来　

―
見
え
て
き
た
再
生
―

　

８
月
28
日
㈰
に
山
出
集
会
所
で
明
治
大
学
農

学
部
教
授
の
小お

田だ

切ぎ
り

徳と
く

美み

先
生
に
よ
る
「
農
山

村
の
未
来
」
と
題
し
た
講
演
会
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
小
田
切
先
生
は
中
山
間
地
域
等
の
再
生
を

第
一
線
で
研
究
さ
れ
て
い
る
方
で
す
。
当
日
は

50
名
を
超
え
る
地
域
の
方
が
参
加
さ
れ
、
先
生

の
話
に
聞
き
入
り
ま
し
た
。

講
演
要
旨

　

山
地
の
多
い
日
本
で
は
、
中
山

間
地
域
が
国
土
面
積
の
約
７
割
を

占
め
て
い
る
。
こ
の
地
域
の
農
業

は
全
国
の
耕
地
面
積
の
約
４
割
、

総
農
家
数
の
約
４
割
を
占
め
る
な

ど
、
我
が
国
農
業
の
中
で
重
要
な

位
置
付
け
と
な
っ
て
い
る
。
少
子

高
齢
化
が
進
む
中
、
こ
の
よ
う
な

地
域
の
共
通
課
題
と
し
て
挙
が
っ

て
い
る
の
が
、
人
・
土
地
・
ム
ラ

の
空
洞
化
だ
。
そ
の
よ
う
な
地
域
に

お
い
て
全
国
各
地
で
再
生
の
動
き

が
み
ら
れ
る
。
き
っ
か
け
は
住
民

が
主
体
と
な
っ
た
内
発
的
な
も
の

が
多
く
、
地
域
再
生
の
カ
ギ
と
し

て
３
つ
の
要
素
が
あ
る
。

①
暮
ら
し
の
も
の
さ
し

　
（
主
体
づ
く
り
：
主
役
）

②
暮
ら
し
の
仕
組
み
づ
く
り

　
（
場
づ
く
り
：
舞
台
）

③
カ
ネ
と
そ
の
循
環
づ
く
り

　
（
条
件
づ
く
り
：
シ
ナ
リ
オ
）

　

再
生
の
方
向
と
し
て
、
２
つ
の
地

域
経
済
の
考
え
方
に
つ
い
て
紹
介
し

た
い
。
１
つ
は
地
域
の
方
と
外
か
ら

来
ら
れ
る
方
と
の
「
交
流
産
業
型
経

済
」。
交
流
が
鏡
効
果
と
な
っ
て
、

地
域
の
方
に
と
っ
て
は
外
か
ら
の
意

見
が
地
域
資
源
の
再
発
見
に
繋
が

り
、
こ
れ
が
リ
ピ
ー
ト
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
産
業
と
し
て
成
立
す
る
可
能

性
を
秘
め
て
い
る
。
２
つ
め
は
「
小

さ
な
経
済
」。
地
域
の
方
が
望
む
追

加
所
得
要
望
額
は
月
に
３
〜
５
万
円

と
意
外
に
小
さ
い
。
地
域
内
で
お
金

が
循
環
す
る
よ
う
な
仕
組
み
が
必
要

で
あ
り
、
そ
の
小
さ
な
経
済
の
集
積

の
延
長
上
に
、
若
者
定
住
を
可
能
と

す
る
少
し
大
き
な
経
済
が
成
立
し
て

い
く
。
実
際
に
住
宅
を
建
築
し
小
学

校
を
守
る
地
域
運
営
組
織
を
設
立
し

た
広
島
県
三
次
市
の
青
河
自
治
振
興

会
や
、
地
域
づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン
を
作

り
、「
防
災
」「
買
い
物
」「
交
通
」

「
産
業
」「
交
流
」
の
５
分
野
に
重
点

を
置
き
、
15
自
治
会
を
範
囲
と
す
る

認
可
地
縁
団
体
を
作
っ
た
島
根
県
雲

南
市
の
波
多
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会

で
は
好
循
環
が
起
き
て
い
る
。

　

島
根
県
や
鳥
取
県
な
ど
の
中
国
地

方
山
間
部
で
は
移
住
者
数
の
推
移
が

年
々
増
加
し
て
お
り
田
園
回
帰
の
動

き
が
既
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
地
域

づ
く
り
が
人
を
呼
び
込
み
、
移
住
者

が
地
域
づ
く
り
を
刺
激
し
サ
ポ
ー
ト

す
る
、
こ
の
好
循
環
こ
そ
が
地
域
再

生
の
カ
ギ
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

愛
南
町
に
お
い
て
も
、
地
域
の
在
り

方
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る

講
習
会
と
な
り
ま
し
た
。

保
健
福
祉
課
か
ら

農
林
課
か
ら


